
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と

住
ま
い

く
ら
し
と

住
ま
い

　
戦
没
者
の
霊
を
慰
め
、
追
悼
の
意

を
表
す
る
と
と
も
に
、
平
和
へ
の
誓

　
４
月
か
ら
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す
場
合
は
、

ふ
た
を
外
し
、
ラ
ベ
ル
を
剥
が
し
た

後
、
本
体
の
み
を
資
源
ご
み
と
し
て

出
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
出
し
方
　

◦�

ふ
た
を
外
し
、
ラ
ベ
ル
を
剥
が
す

◦�

ふ
た
と
ラ
ベ
ル
は
燃
や
せ
る
ご
み

と
し
て
出
す

◦�

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
中
を
す
す
ぐ

◦�

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
本
体
の
み
、
透
明

ま
た
は
半
透
明
の
袋
に
入
れ
て
資

源
ご
み
の
日
に
出
す

問�

い
合
わ
せ
　
環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
�
２
９

５
８
）

い
を
新
た
に
す
る
た
め
、
戦
没
者
追

悼
式
を
行
い
ま
す
。

日
時
　
８
月
22
日
㈫
10
時

場
所
　
市
民
会
館
中
ホ
ー
ル

※�

戦
没
者
の
遺
族
で
出
席
案
内
が
届

い
て
い
な
い
方
は
、
８
月
15
日
㈫

ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※�

式
典
終
了
後
、
会
場
を
15
時
ま
で

開
放
し
ま
す
の
で
自
由
に
献
花
で

き
ま
す
。
献
花
者
を
対
象
に
送
迎

車
が
市
内
を
循
環
し
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
Ｇ

�

（
☎
�
１
９
１
１
）

※�

調
査
は
、
市
で
委
託
し
て
い
る

『
株
式
会
社
大
正
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
』

の
職
員
が
行
い
ま
す
の
で
、
回
答

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

�

（
☎
�
１
７
７
１
）

け
る
た
め
に
、
65
歳
に
な
る
ま
で

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

�

（
☎
�
２
１
３
７
）

問�

い
合
わ
せ
　
室
蘭
地
区
工
業
用
水

道
管
理
事
務
所
（
☎
�
２
８
２
１
）

　
原
爆
死
没
者
と
戦
争
犠
牲
者
を
追

悼
し
、
世
界
の
恒
久
平
和
を
祈
念
す

る
た
め
、
１
分
間
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴

し
ま
す
。

日
時
　

◦�

８
月
６
日
㈰
８
時
15
分
（
広
島
市

に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
）

◦�

８
月
９
日
㈬
11
時
２
分
（
長
崎
市

に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
）

◦�

８
月
15
日
㈫
12
時
（
戦
没
者
を
追

悼
し
平
和
を
祈
念
す
る
日
）

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
Ｇ

�

（
☎
�
１
９
１
１
）

　
国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
年
齢
は

原
則
と
し
て
60
歳
ま
で
で
す
が
、
①

ま
た
は
②
の
場
合
、
60
歳
を
過
ぎ
て

か
ら
で
も
本
人
の
希
望
で
国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①�

60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
た
め
の
受
給
資
格
期
間
（
10

年
以
上
）
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
方
は
、
不
足
期
間
を
満

た
す
た
め
に
65
歳
に
な
る
ま
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

平
成
29
年
８
月
か
ら
、
受
給
資
格

期
間
が
『
25
年
以
上
』
か
ら
『
10

年
以
上
』
に
短
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

※�

特
例
と
し
て
、
昭
和
40
年
４
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
、
65
歳

以
上
70
歳
未
満
の
期
間
に
お
い
て

も
、
受
給
資
格
を
満
た
す
ま
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②�
す
で
に
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し

た
方
が
、
将
来
の
年
金
受
給
額
を

増
や
し
て
満
額
の
年
金
額
に
近
づ

実
施
時
期
　
８
月
、
10
月

対�

象
　
５
月
ま
た
は
７
月
に
整
骨
院

な
ど
で
受
診
し
た
国
民
健
康
保
険

加
入
者

内�

容
　
郵
送
や
電
話
に
よ
る
受
診
状

況
の
調
査

登
別
市
戦
没
者
追
悼
式

平
和
を
祈
っ
て
黙
と
う
を

お
願
い
し
ま
す

国
民
年
金
の
高
齢
者

任
意
加
入
を
ご
存
知
で
す
か

整
骨
院
な
ど
で
受
診
し
た
方

に
調
査
を
実
施
し
ま
す

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
分
別

に
ご
協
力
を

のぼりべつ市民便利帳の内容の一部についての訂正とお詫び
　ＮＴＴタウンページ㈱と登別市が共同制作し、７月２日以降、順次ご自宅に配布して
いる『タウンページ登別市版』と『のぼりべつ市民便利帳』の合冊版（平成29年８月発
行）について、記載内容の一部に誤りがありましたので、訂正してお詫びします。
　正しくは次のとおりです。
▶訂正箇所　のぼりべつ市民便利帳74ページ「その他の公的機関など」

機関名 所在地 電話番号
【正】 富岸簡易郵便局 登別市栄町２丁目20－２ ☎８６－６３５６
【誤】 富岸簡易郵便局 登別市栄町４丁目11－４ ☎８６－０００３
▶問い合わせ　企画調整グループ（☎�６５８６）

　
自
動
車
事
故
の
被
害
に
遭
い
、
示

談
を
め
ぐ
る
損
害
賠
償
の
問
題
で
お

困
り
の
方
に
、
弁
護
士
が
中
立
・
公

正
な
立
場
で
、
当
事
者
間
の
紛
争
解

決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
交
通
事
故
紛
争
処
理

セ
ン
タ
ー
（
☎
011

－

281

－

３
２
４

１
）

交
通
事
故
の
損
害
賠
償
問
題

で
お
困
り
の
方
へ

18� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


